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たなばたまつり開催

本年も「たなばたまつり」を開催いたします。
この事業は、向日えきえきストリート、向日市竹産業振興協議会、向日市商工会が共催

して実施するものです。
地元小学校の児童の皆さんや団体有志他の皆さんによるご協力で、将来の願いや、思い

を短冊に書き込んで大きな竹笹に飾り付けを行います。
◆実施期間
６月２７日（土）～ ７月７日（火）
◆開催場所
・ＪＲ向日町駅前ロータリー
・まちてらすMUKO
・イオンモール京都桂川
・向日えきえきストリート 各会員店舗

～観光名所で自社商品をPRしませんか？～
「ぶらり嵐山」は、京の観光名所である嵐山の名刹・天龍寺門前に位置する京都府の公共複

合施設です。
全国各地、海外からも人が訪れる京都随一の観光名所において日程を自由に選びながら１日

あたり3,000円で出展し自社製品をPRできるチャンスです。出店を希望される方は向日市商工
会までお問い合わせください。
１ 会 場：ぶらり嵐山（京都市右京区）
２ 営業時間：１０時～１７時

※アンテナショップ開催時間に従事できる事業所であることが必要
３ 出店料：1日3,000円（水光熱費を含む）
４ 内 容
・府内商工会地域の特産品を販売 （現地での調理は原則不可）
・出店は平日と土日の連続出店も可能（火曜定休日）
・店内の出店商品と重複する場合は出店をお控えいただくことがあります。
５ 締 切
・出店を希望する前月の10日まで（締切厳守）
・申込者数により調整し、出店を決定

【お問合せ先】：向日市商工会 ℡０７５－９２１－２７３２

「ぶらり嵐山 アンテナショップ」出店者募集

京都府と向日市商工会では、厳しい経営環境にある小規模企業・中小企業及び商店街団体の
皆さまを支援する「中小企業持続経営支援補助金（ステップアップ枠）」を実施します。

この事業は、中小企業応援隊の支援策として、本事業主旨に沿って皆様が令和８年度に実施
される取組（事業）に必要な経費の一部を補助し、応援しようとするものです。

なお、概要や応募要件、申請手順などの詳細については、同封の案内を確認ください。
【募集期間】令和８年６月１５日（月）～３０日（火）
【お問合せ先】向日市商工会 ℡０７５－９２１－２７３２

中小企業持続経営支援補助金（ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ枠）について



京都府内の各種地場産品等の普及・啓発と販売の拡大を図るため、府内３カ所の道の駅にて
「丹後～丹波～山城 アンテナショップ」を開設しております。出店を希望される方は向日市
商工会事務局までお問い合わせください。

１ 会 場
・北部会場：道の駅 くみはま“SANKAIKAN”

京都府京丹後市久美浜町浦明1709

・中部会場：道の駅 京丹波 味夢の里

京都府船井郡京丹波町曽根深シノ65-1
・南部会場：道の駅 お茶の京都 みなみやましろ村

京都府相楽郡南山城村北大河原殿田102
２ 営業時間：１０時～１７時（３会場全て）

※アンテナショップ開催時間すべてに従事できる事業所であることが必要
３ 内 容
・府内商工会地域の特産品を販売（現地での調理は原則不可）
・出店は土日だけに限らず平日も可能
・いずれの会場も道の駅店内の商品と重複する場合の出店は不可。
４ 締 切
・出店を希望する前月の10日まで（締切厳守）
・先着順で定員に達し次第、申込を締切

※出展料や歩率については各施設で異なりますので詳細は向日市商工会までお問い合わせくだ
さい。

「丹後～丹波～山城アンテナショップ」出店者募集

退職金の準備は「中退共」で！

中小企業退職金共済（中退共）制度は、中小
企業の事業主が従業員の退職金を計画的に準備で
きる国の退職金制度です。

<制度のメリット>
▼掛金の一部を国が助成
▼掛金は全額非課税で、手数料不要
▼パートタイマーや家族従業員も加入ＯＫ
▼外部積立型で管理が簡単
▼他の退職金・企業年金制度等との資産移換も可能

制度説明会 パンフレットホームページ

〔お問合せ先〕中退共本部
℡０３－６９０７－１２３４
〔お申込み先〕向日市商工会
℡０７５－９２１－２７３２



令和８年３月１８日（水）、向日市商工会
において、工業部会主催による「経営に役立
てる！財務の基本と分析セミナー」を開催し
ました。
松尾経営会計事務所所長・中小企業診断

士・税理士の松尾充哲氏を講師に迎え、財務
諸表の読み方から財務分析の手法、実際の計
算演習を経て、事業計画への活かし方まで、
約3時間にわたり実践的に学びました。
講師の松尾氏は「決算書の内容を理解する

ことが、財務面から経営活動を行う上での重
要な第一歩」というメッセージのもと、講義
とワークを組み合わせた実践的な構成で、参
加者の理解を深めていただきました。

工業部会「財務の基本と分析セミナー」開催報告

令和７・８年度の競争入札等参加資格審査申請に係る随時
受付について

令和７・８年度を登録機関とする向日市の所掌する建設工事、測量・建設コンサルタ
ント業務等、物品購入等及び委託業務(役務)に係る競争入札等資格参加審査申請の随時受
付が開始されています。

１ 申請方法
電子申請のみ。申請書類等は下記ＱＲコードよりダウンロードして専用申請サイトに
アップロードしてご提出ください。

２ 受付期間
（市内業者）令和７年４月１日（火）～令和８年１０月３０日（金）
（市外業者）令和７年６月２日(月)～令和８年１０月３０日(金)
３ システム利用料
（市内業者）無料 （市外業者）1申請区分あたり、1,540円（税込）

小規模企業の個人事業主が事業を廃止、もしくは会社等の役員の方が退職した場合など、
第一線を退いたときに備えて、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準
備しておく国の共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
◆制度の特色

①掛金は全額所得控除できます。
②共済金は退職所得扱い（一括受取り）又は公的年金等の雑所得扱い（分割受取り）と
なります。

③納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。
◆加入できる方

常時使用する従業員が２０人（商業・サービス業では５人）以下の個人事業主及び会社
の役員。小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者（個人事業主１人につき２人
まで）

◆掛金
月額１，０００円～７０，０００円までの範囲内（５００円単位）で自由に選べます。

◆共済金
加入後６ヶ月以降に、個人事業の廃止や会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡によ
る退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由や掛金の納付月数に応じて、法律で定
められた額が支払われます。

小規模企業共済制度について



６月の予定

内 容場 所行 事 名日 時

税理士が税務に関する相談に応じます。
事前連絡必要。相談無料・秘密厳守
担当：佐々木 弘 税理士

商工観光
振興センター

税務相談

６月２日（火）
６月１６日（火）

午後１時～午後４時３０分
（最終受付：午後４時迄）

地元小学校の児童の皆さんや団体有志
他の皆さんによるご協力で、将来の願
いや、思いを短冊に書き込んで大きな
竹笹に飾り付けを行います。
共催：向日えきえきストリート、向日
市竹産業振興協議会、向日市商工会

ＪＲ向日町駅前
ロータリー/
まちてらすMUKO/
イオンモール京都
桂川/
向日えきえきスト
リート各会員店舗

たなばたまつり
６月２７日（土）
～ ７月７日（火）

「ＫＥＳ」を始めてみませんか

KES とは京都議定書の発祥地、京都から発信された「環境マネジメントシステム」の規格で
す。KES では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の基本コンセプトを
いかしつつ、シンプルなシステムを構築し、低コスト化を図っています。

また、各地域とも連携し、全国規模で活動しています。エネルギーの消費（地球温暖化）や
環境汚染など、地球規模の環境問題には、産業界も大きく関わっています。

そして、日本の産業界の中で圧倒的多数を占めている中小企業が、我が国の産業を支えてい
るといっても過言ではありません。環境問題を解決するためには、あらゆる規模・業種の企業
が、環境や人類の将来を考えた事業活動を行っていくことが大切です。地球温暖化防止京都会
議ＣＯＰ３が京都市で開催されたことがきっかけで、市民、事業者、京都市が協力して立ち上
げたパートナーシップ組織「京のアジェンダ２１フォーラム」において、企業の９０％を超え
る中小企業が環境に配慮した事業活動に取り組みやすい仕組として考案したものが「ＫＥＳ」
（環境マネジメントシステム･スタンダード）です。

「ＫＥＳ」は、平成１９年４月２日付で「京のアジェンダ２１フォーラム」から「特定非営
利活動法人ＫＥＳ環境機構」に引き継いで運営されています。

KESの特色
①取得にかかるコストが安く、わかりやすい。⇒企業や自治体・学校・家庭など、あらゆる

規模・業種の組織で取り組めます。
②段階的に取り組める２つのステップがある。
※ 環境問題に取り組み始めた段階を想定したステップ１、将来「ＩＳＯ１４００１」の認

証取得を目指して取り組む段階で、「ＩＳＯ１４００１」と同じような要求項目を設けたステ
ップ２があります。

取得するにはどうしたらいいの？などなど、ＫＥＳ取得について事務所でＫＥＳ主幹審査員
がご相談に応じます。（要予約/無料）

連絡先：075-342-1170特定非営利活動法人 KES 環境機構）

４ 申請種別
(1) 建設工事
(2) 測量・建設コンサルタント業務等
(3) 委託業務（役務）
(4) 物品購入等


